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蒲郡市契約規則の一部改正新旧対照表 

新 旧 

第１条から第１１条まで 略 第１条から第１１条まで 略 

（最低制限価格） （最低制限価格） 

第１２条 市長は、施行令第１６７条の１０第２項に規定する最低

制限価格を設ける場合には、前条の規定により決定した予定価格

の１０分の９．２から１０分の７までの範囲内において定めなけ

ればならない。 

第１２条 市長は、施行令第１６７条の１０第２項に規定する最低

制限価格を設ける場合には、前条の規定により決定した予定価格

の１０分の９から１０分の７までの範囲内において定めなけれ

ばならない。 

２ 略 ２ 略 

第１３条から第２３条まで 略 第１３条から第２３条まで 略 

（契約書の記載事項） （契約書の記載事項） 

第２４条 契約書には、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約

保証金に関する事項のほか、次の各号に掲げる事項を記載しなけ

ればならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事

項については、この限りでない。 

第２４条 契約書には、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約

保証金に関する事項のほか、次の各号に掲げる事項を記載しなけ

ればならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事

項については、この限りでない。 

⑴ 契約履行の場所 ⑴ 契約履行の場所 

⑵ 契約代金の支払又は受領の時期及び方法 ⑵ 契約代金の支払又は受領の時期及び方法 

⑶ 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違

約金その他の損害金 

⑶ 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違

約金その他の損害金 

⑷ 権利義務の譲渡等の禁止 ⑷ 権利義務の譲渡等の禁止 

⑸ 危険の負担 ⑸ 危険の負担 

⑹ 契約不適合責任 ⑹ かし担保責任 

⑺ 監督及び検査 ⑺ 監督及び検査 

⑻ 契約に関する紛争の解決方法 ⑻ 契約に関する紛争の解決方法 

⑼ その他必要と認める事項 ⑼ その他必要と認める事項 

２ 略 ２ 略 
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第２５条から第４０条まで 略 第２５条から第４０条まで 略 

（履行遅延による違約金） （履行遅延による違約金） 

第４１条 契約の相手方は、履行期限までにその債務を履行しない

場合は、第３２条の規定により履行期限の延長を承認されたとき

を除き、遅延日数に応じ未履行部分相当額に対し、政府契約の支

払遅延防止等に関する法律（昭和２４年法律第２５６号）第８条

第１項に規定する財務大臣が定める率（以下「遅延防止法で定め

る率」という。）を乗じて計算した金額に相当する違約金を納付

しなければならない。 

第４１条 契約の相手方は、履行期限までにその債務を履行しない

場合は、第３２条の規定により履行期限の延長を承認されたとき

を除き、未履行部分相当額に対し、年２．７パーセントの割合に

より違約金を納付しなければならない。 

第４２条 略 第４２条 略 

（契約の解除） （契約の解除） 

第４３条 市長は、契約の相手方が契約の解除を申し出たとき、又

は次の各号のいずれかに該当する場合は、契約の全部又は一部を

解除することができる。 

第４３条 市長は、契約の相手方が契約の解除を申し出たとき、又

は次の各号のいずれかに該当する場合は、契約の全部又は一部を

解除することができる。 

⑴ 履行期限内に契約上の義務を履行しないとき、又は履行の見

込がないとき。 

⑴ 契約の相手方の責めに帰する事由により履行期限内に契約

上の義務を履行しないとき、又は履行の見込がないとき。 

⑵ 契約の相手方が契約の重要事項に違反したとき。 ⑵ 契約の相手方が契約の重要事項に違反したとき。 

⑶ 契約上の義務の履行につき不正の行為があったとき。 ⑶ 契約上の義務の履行につき不正の行為があったとき。 

⑷ 法第２３４条の２第１項の規定により行う監督又は検査に

際し、その職務執行を妨げたとき。 

⑷ 法第２３４条の２第１項の規定により行う監督又は検査に

際し、その職務執行を妨げたとき。 

⑸ 契約の相手方が、契約の相手方として必要な法令等による資

格を失ったとき、又は営業の停止等を受けたとき。 

⑸ 工事の請負契約において、契約の相手方が建設業法の規定に

より営業の停止を受け、又は取り消されたとき。 

２ 略 ２ 略 

（契約の解除による精算） （契約の解除による精算） 

第４３条の２ 前払金、中間前払金及び部分払金を受けた契約の相

手方は、前条の規定により契約を解除されたときは、前払金、中

間前払金又は部分払金を受領した日から契約の解除の日までの

日数に応じ、遅延防止法で定める率を乗じて計算した金額に相当

第４３条の２ 前払金、中間前払金及び部分払金を受けた契約の相

手方は、前条の規定により契約を解除されたときは、前払金、中

間前払金又は部分払金を受領した日から契約の解除の日までの

日数に応じ、年２．７パーセントの割合を乗じて計算した金額に
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する利息を付して市長の指定する期日までにその受けた前払金、

中間前払金及び部分払金を返還しなければならない。 

相当する利息を付して市長の指定する期日までにその受けた前

払金、中間前払金及び部分払金を返還しなければならない。 

２ 略 ２ 略 

（契約内容の変更） （契約内容の変更） 

第４４条 略 第４４条 略 

２ 市長は、工事の請負契約で設計変更に基づき契約金額を変更す

るときは、変更設計工費に当初の契約金額と原設計工費との比率

を乗じて算出しなければならない。この場合における計算は、前

乗後除の方法によるものとし、１，０００円未満の端数は切り捨

てるものとする。 

２ 市長は、工事の請負契約で設計変更に基づき契約金額を変更す

るときは、変更設計工事に当初の契約金額と原設計工費との比率

を乗じて算出しなければならない。この場合における計算は、前

乗後除の方法によるものとし、１，０００円未満の端数は切り捨

てるものとする。 

３ 略 ３ 略 

第４５条から第４８条まで 略 第４５条から第４８条まで 略 

別表 略 別表 略 

 


